
全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

　
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
な
ど
と
い
っ
た
人
権
問
題
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

期
間
：
11
月
13
日
（
月
）
～
19
日

（
日
）　
時
間
：【
月
～
金
】
午
前

８
時
30
分
～
午
後
7
時【
土･

日
】

午
前
10
時
～
午
後
5
時

　
＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
相
談
専
用
電
話

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

▼
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎（
０
５
２
）９
５
２‐８
１
１
１

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
木
～
15
日
水

【
平
成
29
年
度
防
火
標
語
】

火
の
用
心　
こ
と
ば
を
形
に　
習

慣
に

　
空
気
が
乾
燥
し
、
火
を
使
う
機

会
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
火
災
が

発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
ま

す
。
そ
の
た
め
、
ご
み
の
屋
外
焼

却
や
不
適
切
な
火
の
取
り
扱
い
は

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と

　
管
理

　
消
防
法
に
よ
り
、
す
べ
て
の
住

宅
に
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
命
や
財
産
を
住
宅

火
災
か
ら
守
る
た
め
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
し
、
日
頃
か
ら

点
検
を
行
い
、
適
正
な
管
理
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

▼
消
防
課

☎
23‐４
０
７
４

23‐０
１
８
０

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

の
見
直
し
に
つ
い
て

１
０
０
２
１
４
０

　
市
で
は
、
現
在
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
の
定
期
変
更
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。
定
期
変
更
（
整

備
計
画
の
見
直
し
）
期
間
中
は
随

時
変
更
（
個
別
的
な
農
振
除
外
）

お
よ
び
軽
微
変
更
（
個
別
的
な
用

途
変
更
）
は
行
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
農
用
地
利
用
計
画

変
更
申
出
に
つ
い
て
は
、
通
常
年

４
回
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
表
の
と
お
り
受
付
を
停
止
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
申
し

出
を
検
討
し
て
い
る
方
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
農
政
課

☎
23‐３
５
１
７

22‐３
８
１
７

「
加
入
し
て
い
ま
す
か
？
」

労
働
保
険

　
労
働
保
険
は
労
災
保
険
と
雇
用

保
険
を
総
称
し
た
名
称
で
す
。
正

社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
の
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
人
で
も
労
働
者
を
雇
っ
た
場

合
、
事
業
主
は
加
入
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。（
農
林
水
産
の
一
部

の
事
業
は
除
く
）

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
適
用
課

☎（
０
５
３
２
）54‐１
１
９
２

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
労
災
課

☎（
０
５
３
２
）54‐１
１
９
４

介
護
就
職
面
接
会１

０
０
５
１
９
１

　
介
護
分
野
で
は
、
少
子
高
齢
化

が
進
行
す
る
中
、利
用
者
の
増
加
、

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
の
高
度
・
多
様

化
な
ど
今
後
サ
ー
ビ
ス
需
要
の
増

大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
人

材
確
保
の
た
め
、
介
護
就
職
面
接

会
を
開
催
し
ま
す
。

対
象
：
介
護
関
係
の
仕
事
を
お
探

し
の
方　

日
時
：【
豊
橋
会
場
】

11
月
13
日
（
月
）・
14
日
（
火
）

／
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

【
田
原
会
場
】
11
月
10
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分　
場

所
：【
豊
橋
会
場
】
豊
橋
地
方
合

同
庁
舎
【
田
原
会
場
】
田
原
福
祉

セ
ン
タ
ー　
参
加
費
：
無
料　
持

ち
物
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
雇
用

保
険
手
続
き
中
の
方
）　

申
込
：

不
要

▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋

☎（
０
５
３
２
）52‐７
１
９
３

水
道
事
業
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
の
新
規
追
加

１
０
０
０
９
８
３ 

　
市
水
道
事
業
指
定
給
水
装
置
工

事
事
業
者
が
追
加
に
な
り
ま
し

た
。

▪
新
規
追
加　

㈲
髙
木
重
機（
豊
橋
市
石
巻
本
町
）

☎（
０
５
３
２
）88‐５
０
８
３

▼
水
道
課

☎
23‐３
５
３
２

22‐３
１
８
４

▪
火
災
予
防
の
３
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い

◦
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

◦
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

▪
火
災
予
防
の
４
つ
の
対
策

◦
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

す
る 

◦
寝
具
・
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ

ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め

に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る 

◦
火
災
を
小
さ
な
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る 

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

所
の
協
力
体
制
を
作
る

平成30年度農用地利用計画変更申出受付について

申出書受付期限 申出書の受付予定

H30／５／21月 受付可

H30／８／20月 受付停止

H30／11／20火 受付停止

H31／２／20水 受付可

広報たはら  平成29年11月│    │19
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